
浦安市監査委員告示第４号 

 

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、監査結果に基づいて措置を講じた

旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。 
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１．監査の種類等  財政援助団体等監査 

（令和６年４月１日～令和７年３月 31 日分） 

２．監査対象団体  浦安市民生委員児童委員協議会 

 

３．担当部署    福祉部 社会福祉課 

 

４．監査結果公表年月日  令和７年 12 月２日 

 

５．監査結果及び措置内容  

 

 指摘・改善事項（課名等） 措置の内容 

１ 事業費の広報費「みんせい 43 号」の印

刷代及び新聞折り込み代、活動費の民生

委員・児童委員活動資材（モバイルバッ

テリー）の購入について、競争原理を働

かせずに行っていた。補助金については、

経済性や公平性の観点から仕様を定め執

行すべきものである。今後は複数の事業

者による見積り合わせを行うなど、適正

な事務処理に努められたい。 

（指摘事項：浦安市民生委員児童委員協

議会、社会福祉課） 

 見積り合わせ等、浦安市社会福祉協議

会の経理規程を参考として実施するよう団

体に要請し、改善しました。 

２ 事業費の活動費及び広報費について、

予算書及び決算書の当初予算額が異なっ

ていた。決算書の活動費及び広報費の補

正額の欄に金額を入れ忘れ、補正後の金

額を当初予算額としたとの説明である

が、財務上予算書及び決算書の正確性は

基本である。今後、このような間違いが

ないよう適正な事務処理に努められた

い。 

なお、浦安市民生委員児童委員協議会

運営費補助金交付要綱第 1 条では、浦安

市補助金等交付規則に基づき補助金を交

付することとされ、同規則第８条では、

「交付申請書及びその添付書類中に変更

が生じたときは、速やかにその理由を付

して市長に届け出なければならない。」と

規定されている。 

また、浦安市民生委員児童委員協議会

予算書及び決算書につきましては、摘要

欄も含め確認し、適正な事務処理に努める

ように改善いたします。また、決算書につ

きましては、歳入及び歳出の総合計が合致

するよう団体に要請し、改善しました。 

 さらに、浦安市民生委員児童委員協議会

運営費補助金交付要綱第８条に基づき、交

付申請書及びその添付書類中に変更が生じ

たときは、速やかにその理由を付して届け

るよう団体に要請し、改善しました。 



令和６年度決算書において、翌年度繰越

分が生じた場合、歳出として項目に記載

し、歳入及び歳出の総合計が合致するよ

う改善されたい。 

さらに、歳出の広報費摘要欄に誤った記

載があったことから、今後は適正な事務

処理に努められたい。 

（指摘事項：浦安市民生委員児童委員協

議会、社会福祉課） 

３ 補助対象経費である管内民生委員児童

委員協議会への交付金の実績確認につい

て、事務局である社会福祉協議会が収支

報告を受けており、担当課では帳簿や通

帳などの支払い等を証明する書類の確認

を行っていなかった。当該交付金は、補

助対象経費の一部であり、事務局に市職

員が派遣されているとはいえ、担当課で

確認を行うべきでものである。今後は、

適正な事務処理に努められたい。 

（指摘事項：社会福祉課） 

地区民生委員児童委員協議会への交付金

につきましては、帳簿及び通帳、領収書を

事務局だけではなく市にも提出することと

し、支出された内容が補助金交付要綱に定

めた目的や項目に合致しているかを確認す

ることで、補助金の適正な執行管理に努め

て参ります。 

４ 浦安市民生委員児童委員協議会令和６

年度決算書において、補助対象経費のう

ち補助対象外経費と思われる千葉県民児

協会費、全国互助共励事業会費が含まれ

ていた。再度、見直し指針（平成 29 年 11

月６日）に則り対象経費の見直しを行い、

適正な事務処理を行うとともに必要な措

置を講じられたい。そのほか各決算書の

摘要欄に誤った記載があったことから、

提出された報告書の確認に努められた

い。 

（指摘事項：社会福祉課） 

補助金の見直し方針に基づき、補助対象

経費に千葉県民児協会費及び全国互助共励

事業会費を含めないよう団体に要請し、改

善しました。 

 また、各決算書につきましては、提出さ

れた報告書を摘要欄の数字等も再度確認

し、補助金の適正な執行管理に努めて参り

ます。 



５ 浦安市民生委員児童委員協議会の会費

について、平成 18 年度より周辺市を参考

に 2,000 円とし、毎年総会において委員

の承認を得ているとのことであるが、会

費については、規約として定められてい

るべきものであり、規約の見直しを行う

ことが必要であると思われることから、

見直しを求める。 

（改善事項：浦安市民生委員児童委員協

議会、社会福祉課） 

会費の金額について明記するよう団体に

要請し、令和８年度の総会にて規約の見直

しを行うべく、事務手続きを進めています。 

 


